
○富山市富山南総合公園文化体育施設条例施行規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第５６号 

改正 平成１７年９月３０日富山市規則第２８３号 

平成２０年３月３１日富山市規則第３８号 

平成２５年９月３０日富山市規則第８８号 

平成３１年３月２９日富山市規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市富山南総合公園文化体育施設条例（平成１

７年富山市条例第１１７号。以下「条例」という。）第１４条の規定

に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用承認の申請） 

第２条 条例第３条第１項の規定により文化体育施設（以下「施設」と

いう。）の使用の承認を受けようとする者は、富山能楽堂使用承認申

請書（様式第１号）又は富山市富山南総合公園体育施設使用承認申請

書（様式第１号の２）を条例第２条の２に規定する指定管理者（以下

単に「指定管理者」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める

日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由

があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りで

ない。 

(1) 富山能楽堂（以下「能楽堂」という。） 使用日（使用しようと

する日が引き続き２日以上であるときは、その初日）の１２月前か

ら２週間前までの間 

(2) 体育文化センター及び庭球場（以下「体育施設」という。） 使

用日（使用しようとする日が引き続き２日以上であるときは、その

初日）の属する月前２月の初日から当該使用日の前日（庭球場にあ

っては、当日）までの間 



３ 前２項の規定にかかわらず、体育文化センターを練習等のため個人

で使用しようとするときは、使用の際に指定管理者に口頭で申し出る

ことができる。 

（使用の承認） 

第３条 指定管理者は、能楽堂の使用を承認したときは、富山能楽堂使

用承認書（様式第２号）を交付するものとする。 

２ 指定管理者は、大会等又は団体の体育文化センターの使用を承認し

たときは富山市富山南総合公園体育施設使用承認書（様式第２号の２）

を交付し、個人の体育文化センターの使用を承認したときは使用券を

交付するものとする。ただし、個人の回数券による使用の場合は、提

示された回数券に使用日時を記載することにより、この手続に代える

ものとする。 

３ 前項の使用券及び回数券の様式は、富山市スポーツ施設条例施行規

則（平成２０年富山市規則第３７号）の定めるところによる。 

（使用承認事項の変更） 

第４条 施設の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が使

用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに前条の使用承認書

を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。 

（使用の承認の取消し） 

第５条 条例第５条第１項の規定により、施設の使用の承認を取り消し

たときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとす

る。 

（附属設備の使用料） 

第６条 条例別表の市長が別に定める額は、別表のとおりとする。 

（使用料の減免） 

第７条 条例第７条の規定による能楽堂の使用料の減免の額は、次に定

めるところによる。 

(1) 市が主催するとき。 ５０パーセント相当額 



(2) 市が共催するとき。 ３０パーセント相当額 

(3) 別に定める事業を指定管理者が主催するとき。 全額 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校、専修学

校若しくは各種学校又は学校法人が設置する教育研究機関等が使用

するとき。 ５０パーセント相当額 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 別

に定める額 

２ 前項の場合において、附属設備の使用料及び冷暖房料金は、同項第

３号に該当するもの及び市長が特に必要と認めるものを除き、減免し

ない。 

３ 能楽堂の使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、富山能

楽堂使用料減免申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならな

い。 

４ 体育施設の使用料の減免の額は、富山市スポーツ施設条例施行規則

（平成２０年富山市規則第３７号）の例による。 

（使用料の還付） 

第８条 条例第８条ただし書の規定による能楽堂の使用料の還付の額は、

次に定めるところによる。 

(1) 条例第８条第１号に該当するとき。 全額 

(2) 条例第８条第２号に該当するとき。 ７０パーセント相当額 

(3) 条例第８条第３号に該当するとき。 別に定める額 

２ 前項の使用料の還付を受けようとする者は、富山能楽堂使用料還付

申請書（様式第４号）に使用料領収書を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 体育施設の使用料の還付の額は、富山市スポーツ施設条例施行規則

（平成２０年富山市規則第３７号）の例による。 

（端数計算） 

第９条 第７条第１項及び前条第１項の規定による使用料の減免及び還



付の額の端数計算については、条例第６条第１項後段の例による。 

（冷暖房期間） 

第１０条 施設の冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりと

する。 

冷房 ６月１５日から９月３０日まで 

暖房 １１月１５日から翌年の３月３１日まで 

（使用者等の遵守事項） 

第１１条 使用者（第２号から第６号までにおいて入館者を含む。）は、

次の事項を守らなければならない。 

(1) 収容人員は、使用施設の所定人員を超えないこと。 

(2) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこ

と。 

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。 

(5) 許可なく施設又は附属設備を使用しないこと。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。 

（損傷又は滅失の届出） 

第１２条 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにそ

の旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（細則） 

第１３条 この規則で定めるもののほか、能楽堂の管理に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市富山南総合公園

文化体育施設条例施行規則（平成９年規則第５号）の規定に基づきな



された処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市規則第２８３号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日富山市規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（富山市富山南総合公園文化体育施設使用料の徴収等に関する規則の

廃止） 

２ 富山市富山南総合公園文化体育施設使用料の徴収等に関する規則

（平成１７年富山市規則第２４６号）は、廃止する。 

附 則（平成２５年９月３０日富山市規則第８８号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日富山市規則第２６号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表の改正

規定（富山能楽堂の部中「１，０００」を「１，１００」に改める部分、

体育文化センターの部放送設備（マイク及びスタンドを含む。）の項中

「５００」を「５５０」に改める部分及び同部仮設ステージの項中「４，

０００」を「４，４００」に改める部分に限る。）は、同年１０月１日

から施行する。 

別表（第６条関係） 

種別 単位 １回の使用料

（円） 

富山能楽

堂 

浴室 １室 １，１００

体育文化

センター 

放送設備（マイク及びスタンドを含

む。） 

１式 ５５０

仮設ステージ １式 ４，４００



備考 

１ 体育文化センターのメインアリーナ又はサブアリーナの使用に

伴う附属設備の使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時

まで、１３時から１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から

１９時まで及び１９時から２１時までを各１回として算定する。た

だし、個人使用の場合は、２時間を１回とする。 

２ 体育文化センターの研修室の使用に伴う附属設備の使用料は、

９時から１２時まで、１３時から１７時まで、１８時から２１時ま

でを各１回として算定する。 

３ 体育文化センターの使用に伴う附属設備の使用料であって、備

考１及び備考２に規定する使用時間を超過する場合の使用料は、そ

の超過する時間１時間までにつき、この表に定める額の５０パーセ

ントに相当する額とする。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第１号の２（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第２号の２（第３条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

 

 


